
 第３６号議案

  学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  平成３０年２月２１日

                   品川区長  濱  野   健

   学校教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

 学校教育職員の給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号）の一部

を次のように改正する。

 第１３条第１項中「の全て」を削り、同条第２項第２号中「および孫」を削

り、同項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。

 ⑶ 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

 第１３条第３項中「額を合計して得た」を削り、同項各号を次のように改め

る。

 ⑴ 前項第１号および第３号から第６号までに該当する扶養親族 ６，００

０円

 ⑵ 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。） ９，

０００円

 第１３条第４項中「（第２項第２号に掲げる子に限る。以下同じ。）」および「（同

項第２号に該当する子がある場合にあっては、特定期間にある当該扶養親族た

る子の数から１を減じた数）」を削る。

 第１４条第１項第２号中「前条第２項第２号または第４号に掲げる」を「扶



養親族たる子または前条第２項第３号もしくは第５号に該当する」に改め、同

項第３号および第４号を削り、同条第３項を次のように改める。

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、

その事実が生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、そ

の日の属する月）からその支給額を改定する。

⑴ 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場

合

⑵ 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係る

ものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

⑶ 扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定期間に

ある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

第１４条に次の１項を加える。

４ 第２項ただし書の規定は、前項第１号に掲げる事実が生じた場合における

扶養手当の支給額の改定について準用する。

 第２７条第３項中「次に掲げる」を「職務の級が３級以上である」に改め、

同項各号を削る。

 第３０条第３項中「次に掲げる」を「職務の級が３級以上である」に改め、

同項各号を削る。

 第３４条第３号中「および品川区教職員互助会」および「これらを」を削る。

   付 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。



（扶養手当に関する特例措置）

２ 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの間におけるこの条例

による改正後の学校教育職員の給与に関する条例（以下「改正後の条例」と

いう。）第１３条第３項ならびに第１４条第１項、第３項および第４項の規

定の適用については、改正後の条例第１３条第３項第１号中「前項第１号お

よび第３号から第６号までに該当する扶養親族 ６，０００円」とあるのは

「前項第１号に該当する扶養親族 １万円」と、同項中

「⑵ 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。） 

９，０００円                        」

とあるのは

 「⑵ 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）

で満１５歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるものの

うち１人（職員に配偶者のない場合に限る。） １万円

⑶ 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの ７，５００

   円

⑷ 前項第３号から第６号までに該当する扶養親族 ６，０００円  」

と、改正後の条例第１４条第１項中

「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子ま

たは前条第２項第３号もしくは第５号に該当する扶養親族が、満２２

歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要

件を欠くに至った場合を除く。）                 」

とあるのは



「⑵ 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子ま

たは前条第２項第３号もしくは第５号に該当する扶養親族が、満２２

歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要

件を欠くに至った場合を除く。）

⑶ 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となった場合（前号

に該当する場合を除く。）

⑷ 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至った場合（第１号

に該当する場合を除く。）                    」

と、同条第３項中「においては、その」とあるのは「または扶養手当を受け

ている職員について第１項第３号もしくは第４号に掲げる事実が生じた場合

においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、

同条第４項中「の改定」とあるのは「の改定（扶養親族たる子で第１項の規

定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶

者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給

額の改定を除く。）および扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子

で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった

場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

３ 平成３０年３月３１日において、この条例による改正前の学校教育職員の

給与に関する条例第１３条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち１

人（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く１子」という。）

を扶養することにより扶養手当を受けている職員（同号に該当する扶養親族

たる子（配偶者を欠く１子を除く。）を扶養することにより扶養手当を受け



ているものを除く。）が、この条例の施行の日以後、引き続き、満１５歳に

達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にない配偶者を欠く１子を扶養する場合（当該職員が改正後の条

例第１３条第２項第２号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することに

より扶養手当の支給額が改定されるときを除く。）その他これに準ずる場合

には、改正後の条例第１３条の規定および前項の規定にかかわらず、次の各

号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く１子に係る扶

養手当を支給するものとする。

 ⑴ 平成３０年度 １万１，５００円

 ⑵ 平成３１年度から平成３５年度まで １万３，０００円

４ 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至った場

合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合（当

該扶養手当に係る配偶者を欠く１子が満１５歳に達した日以後の最初の３月

３１日の経過により、当該扶養手当を受ける要件を欠くに至った場合を除く。）

には、その職員は、直ちにその旨を品川区教育委員会に届け出なければなら

ない。

５ 前項の規定による届出は、改正後の条例第１４条第１項の規定による届出

とみなす。

６ 付則第３項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに至

った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに至った場

合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月（これらの日が月

の初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。



 （説明）学校教育職員の扶養手当の額を改定する必要がある。


